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K-59 経皮的カテーテル心筋焼灼術（再手術） 

 

《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、心房細動に対する経皮的カテーテル心筋焼灼術の再手術に

ついては、前回手術より 3か月以上経過していなければ算定は認められな

い。 

 

○ 取扱いの根拠 

 心房細動に対するアブレーション後、3か月以上経過した心房細動の再

発は、病態による再発例として新たに手術を認めるが、当該手術後、洞調

律に復しない症例への再治療は前回の手術と一連として整理した。 

 


